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令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）

広報広報
令和４年３月15日／第22号 水土里ネット請戸川／請戸川土地改良区（南相馬市小高区・浪江町・双葉町）発行

うけどがわうけどがわ

地区の状況

組合員数 4,123 人（前年度比：△ 4）
受益面積 3,859 ha（前年度比：△20）

令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）

令和３年５月31日調整
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 ● 理事長挨拶・要望活動
 ● 役員・総代改選
 ● 福島特別直轄災害復旧事業実施状況
 ● 福島県再生基盤整備事業
 ● 幹線施設の管理状況
 ● ほ場整備地区状況
 ● 会議開催状況
 ● 受託事業
 ● 会計報告
 ● 地区除外及び決済金
 ● 事務局からのお知らせ
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理
事
長
挨
拶

東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
か
ら
11
年

が
経
過
す
る
な
か
、
未
だ
避
難
先
に
て
不

自
由
な
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
皆

さ
ま
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。ま

た
、
請
戸
川
土
地
改
良
区
全
般
に
わ

た
り
格
別
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
度
は
、
役
員
改
選
が
あ
り
、
旧
総

代
・
役
員
の
方
々
に
は
４
年
間
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
こ
と
改
め
て
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
新
総
代
・
役
員
の

方
々
は
こ
れ
か
ら
四
年
間
、
請
戸
川
土
地

改
良
区
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
お
力
添

え
を
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
、
令
和
３
年
度
の
国
に
よ
る
当
管

内
の
農
業
施
設
の
災
害
復
旧
状
況
で
す

が
、
請
戸
頭
首
工
の
機
械
設
備
等
や
双
葉

用
水
路
等
の
災
害
復
旧
を
は
じ
め
、
末
ノ

森
用
水
路
へ
の
放
射
性
物
質
流
入
防
止
対

策
を
実
施
し
て
お
り
、
今
後
は
、
浪
江
町

と
双
葉
町
の
一
部
の
各
用
水
路
で
令
和
３

年
度
か
ら
４
年
度
に
か
け
通
水
試
験
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
か
ら
県
で
実
施
し
て
い
る

「
水
管
理
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業
」
に
つ
い

て
は
、
令
和
４
年
度
の
完
成
を
目
指
し
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

営
農
再
開
に
関
し
て
は
、
段
階
的
に
再

開
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
課
題

が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
農
家
の
皆
様
の
負

担
軽
減
に
む
け
、
民
間
活
用
に
よ
る
大
柿

ダ
ム
小
水
力
発
電
導
入
を
実
現
す
べ
く
、

事
業
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
も
、
組
合
員
の
皆
さ
ま
が
希
望
を

持
っ
て
営
農
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関

へ
支
援
体
制
の
継
続
や
農
地
保
全
管
理
の

期
間
延
長
等
、
要
望
を
実
施
し
て
ま
い
り

ま
す
。

結
び
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
収

束
は
未
だ
見
通
せ
な
い
状
況
で
す
が
、
感

染
対
策
を
心
が
け
健
康
に
ご
留
意
い
た
だ

き
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
、
ご
多
幸
を
ご
祈

念
申
し
上
げ
、
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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役 員 改 選

総 代 改 選
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　土地改良区等が管理する農業用用排水路の草刈り、江払いなど清掃作業を行う
際の事故に備え、作業される皆様を対象に傷害保険に加入しています。作業日の
前日までに土地改良区までご相談ください。

大柿ダムの放流水を利用した小水力発電所の設置が進められています。
事業のために設立される特別目的会社「アクアコネクトなみえ㈱」に、民間企業とともに当改良区
からも出資をし、配当は土地改良施設等への維持管理費に充当できるよう検討しています。
発電所運転開始予定の2023年７月をめざし、現在諸手続き、工事が進行中です。

農業用用排水路の清掃の際はご連絡を！
（農業用施設関係保険）

大柿ダム小水力発電所事業が進行中です

死亡・後遺障害
500万円
100万円

保険金額（１名作業１回１日当たり）
入院日額

4,500円（180日程度）
1,500円

通院日額
3,000円（90日程度）

1,000円
手作業の場合
機械使用の場合

令和３年６
月／小高区

片草地区

地域資源保
全会による

花植え令和３年６
月／小高区

片草地区

地域資源保
全会による

花植え

令和３年1
1月／浪江

町苅宿地区

地元有志に
よる花植え令和３年1
1月／浪江

町苅宿地区

地元有志に
よる花植え

既存放流設備既存放流設備 発電所イメージ発電所イメージ

ダ
ム
取
水

ダ
ム
取
水

ダ
ム
取
水

ダ
ム
取
水

⬅⬅⬅

請
戸
川
へ

請
戸
川
へ

請
戸
川
へ

請
戸
川
へ

⬅⬅⬅
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小高区小高東部地区
泉沢・女場・角部内
地区の各営農改善組合
において県農業振興公
社指導のもと農地バン
クの制度や契約の勉強
会を実施しました。

小高区小屋木地区・
浪江町加倉地区
令和３年度より推進
委員会、全体説明会、
地権者総会をそれぞれ
開催し、事業採択に向
けて進めています。

小高区岡田地区

ほ場整備地区状況

令和３年７月に営農
改善組合を設立しまし
た。一時利用地の指定
が完了した４haで大豆
の作付をし、令和４年
度には水稲の作付けを
行う予定です。

請戸川土地改良区事業受託規程に従い、土地改良事業に伴う事務を当改良区が受託できます。
委託者には、委託申請書に事務委託同意書を添えて６月又は12月末まで土地改良区に提出頂きます。
受託に対する承認を理事会で行うためです。事務委託同意書とは、基盤整備等の土地改良事業を行おうと
する地区の参加者の皆さんが請戸川土地改良区に事務を委託することについて理解をし同意をする意思表示
です。土地改良区が事務を受託した際は、総事業費に対し２％の事務受託料（事業賦課金）が関係組合員さ
んに発生します。そのため、参加者組合員さんの同意が必要となります。

◆ 土地改良事業に伴う事務受託について ◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

令和３年９月／
｢泉沢地区営農改善組合｣　稲刈り

令和３年９月／
｢泉沢地区営農改善組合｣　稲刈り

令和３年９月／
｢泉沢地区営農改善組合｣　稲刈り 令和３年12月／角部内地区役員会議令和３年12月／角部内地区役員会議令和３年12月／角部内地区役員会議

令和３年６月／小屋木地区推進委員会令和３年６月／小屋木地区推進委員会令和３年６月／小屋木地区推進委員会 令和３年11月／加倉地区地権者総会令和３年11月／加倉地区地権者総会令和３年11月／加倉地区地権者総会

令和３年５月／換地委員会令和３年５月／換地委員会令和３年５月／換地委員会 令和３年９月／推進委員会（瓦礫現地調査）令和３年９月／推進委員会（瓦礫現地調査）令和３年９月／推進委員会（瓦礫現地調査）
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請戸川土地改良区管内の

リモートセンシングとは…遠隔調査。ドローンによる空撮で稲の育成状況を把握する　　水稲乾田直播栽培とは…乾いたほ場に水稲種子を播種する栽培方法

小高区飯崎地区
区画整備ならびに換
地一時利用地指定も地
区全体の約94％が完了
しましたが、事業計画
変更により令和４年度
から約６ヘクタールの編
入工事が始まります。

令和３年10月／換地委員会令和３年10月／換地委員会令和３年10月／換地委員会 令和３年11月／現地調査令和３年11月／現地調査令和３年11月／現地調査

小高区井田川地区

換地委員会では従前
地評価が完了し、換地
計画の原案の作成が始
まりました。令和３年
度中に工事が開始の予
定です。

小高区片草地区
令和４年度中の工事
完成を目指し進めてい
ます。一時利用地の引
き渡しが完了したほ場
では実証栽培を行って
います。

令和３年４月／推進委員会令和３年４月／推進委員会令和３年４月／推進委員会 令和３年７月／現地調査令和３年７月／現地調査令和３年７月／現地調査

「飯崎生産組合｣
ドローンによるリモートセンシング

「飯崎生産組合｣
ドローンによるリモートセンシング

「飯崎生産組合｣
ドローンによるリモートセンシング ｢飯崎生産組合｣　水稲乾田直播栽培｢飯崎生産組合｣　水稲乾田直播栽培｢飯崎生産組合｣　水稲乾田直播栽培
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453,190,400円

176,905,000円

129,145,890円129,145,890円129,145,890円

156,645,143円156,645,143円156,645,143円令和２年度
一般会計 決算報告

令和２年度
特別会計 決算報告

176,905,000円176,905,000円

　　令和２年度
総地区面積  3,859 ha
組 合 員 数  4,123 人

　・財務状況の公表・・
令和２年度請戸川土地改良区一般会計収入支出、並びに財
務の状況を規約第47号の規定により公表します。

156,645,143円156,645,143円156,645,143円

129,145,890円129,145,890円129,145,890円

7,361,870円7,361,870円7,361,870円令和２年度
廃止特別会計 決算報告7,361,870円7,361,870円7,361,870円

453,190,400円453,190,400円
令和３年度９月21日開催の令和３年度臨時総代会において、
一般会計・特別会計の決算が審議され、次の通り承認されました。

事務費
66,575,621
（42.50％）

事務費
66,575,621
（42.50％）

償還金 16,221,210（10.36％）償還金 16,221,210（10.36％）

未収金 
824,731
（0.45％）

未収金 
824,731
（0.45％）

繰越金 
24,910,381
（13.59％）

繰越金 
24,910,381
（13.59％）

還付金 
18,185,896
（11.61％）

還付金 
18,185,896
（11.61％）

消費税 1,891,700（1.21％）消費税 1,891,700（1.21％）

（単位 : 円）（単位 : 円）（単位 : 円）

繰出金 
44,504,370
（28.41％）

繰出金 
44,504,370
（28.41％）

賠償金
36,109,820
（19.69％）

賠償金
36,109,820
（19.69％）

繰入金
108,368,334
（59.10％）

繰入金
108,368,334
（59.10％）

支出合計
156,645,143円

収入合計
183,350,125円

負担金 796,852（0.51％）負担金 796,852（0.51％）
事務所費 229,900（0.15％）事務所費 229,900（0.15％）

雑収入 
2,916,733
（1.59％）

雑収入 
2,916,733
（1.59％）

維持管理費 
8,239,594
（5,26％）

維持管理費 
8,239,594
（5,26％）

決済金 
10,186,871
（5.56％）

決済金 
10,186,871
（5.56％）

財産収入 
33,255
（0.02％）

財産収入 
33,255
（0.02％）

土地改良事業収入
83,920,264
（18.5％）

補助金収入
152,278,284
（33.6％）

積立資産
取崩収入
78,658,014
（17.4％）

繰越金
72,123,692
（15.9％）

事業受託料収入
58,683,121（12.9％）

雑収入
6,827,025
（1.5％）

附帯事業収入 
700,000
（0.15％）

土地改良事業費
（当年度分）
86,657,789
（19.12％）

土地改良事業費
（次年度以降分）
108,813,566
（24.01％）

一般管理費
158,611,077
（35.00％）

借入金返済
77,891,683
（17.19％）

資産積立
8,265,898
（1.82％）

還付金
10,534,000
（2.32％）

予備費
616,387
（0.14％）

附帯事業費 
1,800,000
（0.40％）
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453,190,400円453,190,400円453,190,400円

176,905,000円

129,145,890円

156,645,143円
　　令和３年度
総地区面積  3,864 ha
組 合 員 数  4,124 人

令和３年度
一般会計

予算総額
（全６会計分）

令和３年３月22日開催の令和３年度通常総代会
及び令和３年９月21日開催の令和３年度臨時総代
会において、令和３年度予算が可決されました。

176,905,000円176,905,000円

・ ・

156,645,143円156,645,143円

129,145,890円129,145,890円

7,361,870円7,361,870円7,361,870円

453,190,400円453,190,400円453,190,400円

事務費
66,575,621
（42.50％）

償還金 16,221,210（10.36％）

未収金 
824,731
（0.45％）

繰越金 
24,910,381
（13.59％）

還付金 
18,185,896
（11.61％）

消費税 1,891,700（1.21％）

（単位 : 円）（単位 : 円）（単位 : 円）

繰出金 
44,504,370
（28.41％）

賠償金
36,109,820
（19.69％）

繰入金
108,368,334
（59.10％）

負担金 796,852（0.51％）
事務所費 229,900（0.15％）

雑収入 
2,916,733
（1.59％）

維持管理費 
8,239,594
（5,26％）

決済金 
10,186,871
（5.56％）

財産収入 
33,255
（0.02％）

土地改良事業収入
83,920,264
（18.5％）

土地改良事業収入
83,920,264
（18.5％）

補助金収入
152,278,284
（33.6％）

補助金収入
152,278,284
（33.6％）

積立資産
取崩収入
78,658,014
（17.4％）

積立資産
取崩収入
78,658,014
（17.4％）

繰越金
72,123,692
（15.9％）

繰越金
72,123,692
（15.9％）

収入合計
453,190,400円

事業受託料収入
58,683,121（12.9％）
事業受託料収入
58,683,121（12.9％）

雑収入
6,827,025
（1.5％）

雑収入
6,827,025
（1.5％）

附帯事業収入 
700,000
（0.15％）

附帯事業収入 
700,000
（0.15％）

土地改良事業費
（当年度分）
86,657,789
（19.12％）

土地改良事業費
（当年度分）
86,657,789
（19.12％）

土地改良事業費
（次年度以降分）
108,813,566
（24.01％）

土地改良事業費
（次年度以降分）
108,813,566
（24.01％）

一般管理費
158,611,077
（35.00％）

一般管理費
158,611,077
（35.00％）

借入金返済
77,891,683
（17.19％）

借入金返済
77,891,683
（17.19％）

支出合計
453,190,400円

資産積立
8,265,898
（1.82％）

資産積立
8,265,898
（1.82％）

還付金
10,534,000
（2.32％）

還付金
10,534,000
（2.32％）

予備費
616,387
（0.14％）

予備費
616,387
（0.14％）

附帯事業費 
1,800,000
（0.40％）

附帯事業費 
1,800,000
（0.40％）
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事務所及び所在地請戸川土地改良区
〒979－1521　福島県双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目34
（旧 国営新請戸川農業水利事業建設所）※震災前と同敷地内です。

ＴＥＬ02400240－3434－42004200　ＦＡＸ02400240－2323－67936793
E-mail：uld@ukedogawa.jp　URL：http://www.ukedogawa.jp/
　就業時間　平日 午前８時30分から午後５時15分まで

双葉警察署
浪江分庁舎

浪江町役場

イオン浪江店●

泉田自動車
工業所様

←浪江駅 請戸→

↑
南
相
馬

請戸川
土地改良区

N

　水路や農道へのゴミ等の投棄が見受けられます。ゴミが水路に堆積すると水路から水が溢れ２
次災害が起こったり、取水施設に詰まり用水供給ができないだけでなく、施設の破損にもつなが
ります。刈り草や宅地周辺に植林した景観用樹木などの管理の徹底をお願いします。

ゴミの不法投棄は絶対にやめましょう！

組合員の皆様へお願い

組合員資格に異動があった場合

 ■ 農地を異動（売買、交換、賃貸借、利用権等）
 ■ 農業者年金受給の場合
 ■ 生前一括贈与をする場合
 ■ 組合員が死亡した場合
 ■ 組合員の住所変更（住民票異動）

農地を転用する場合

 ■ 農地を宅地や駐車場など農地以外
の用途に転用する場合

 ■ 田を畑に転用した場合
 ■ 公共事業用地として転用する場合

賦課金の未納分の
ご入金をお願いします

　今現在、ご入金が確認できて
いない場合は個人毎にお知らせ
いたします。
　延滞金利子は、震災のあった
平成23年３月11日からは徴収
しておりません。

「農地転用通知書」
「地区除外申請書」での届出「資格得喪の通知書」の届出

農業委員会やＪＡの手続きをしても自動的に土地改良区の登録は
変更されません。必ず届出をお願いします！

お電話でも受付します。

連絡先、ご住所が変更に
なった場合お知らせください。

★用紙は土地改良区ホームページから
　ダウンロードできます。

★P17「農地を転用する場合」を
　ご確認ください。

令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）

うけどがわ

令和３年11月撮影／サザンカの花（浪江町内）
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